令和８年度佐賀市エンゲージメント調査・分析等業務委託仕様書

１　業務名
令和８年度佐賀市エンゲージメント調査・分析等業務（以下「本業務」という。）

２　業務の目的
職員のエンゲージメント及び組織状態を把握・分析し、組織課題の可視化及び改善施策の提案を行うとともに、職員の能力発揮及び人材定着を促進し、持続可能な行政運営を実現することを目的とする。
人材確保が難しい中で、限られた人員で成果を上げるためには、職員の意欲・信頼・貢献意識＝エンゲージメントを高めることが重要である。
エンゲージメント調査で職員の意欲・満足度・求める組織風土のギャップを可視化し、強みや課題を分析し、人材マネジメントに活用できるデータを得るために実施する。本業務によって組織の現状を可視化し課題を明確にし、外部専門家の支援を受け、佐賀市（以下「市」という。）にとって効果の高い改善施策を構築し、研修やマネジメント支援等を通じて職員が「成長を実感し、誇りを持って意欲的に働き続けられる職場」を実現することを目的とする。

３　業務期間
契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで

４　履行場所
佐賀市役所（佐賀県佐賀市栄町１番1号）及び受託者の事業所ほか

５　業務内容
　　本業務を実施するため、概ね次の業務内容を行うものとする。なお、業務内容は、市の業務分析に必要と思われる事項を示したものであり、受託者からの企画提案に基づき市と受託者で協議して内容を決定するものとする。
(1)エンゲージメント調査の概要
1  調査対象者数
佐賀市職員約１，５５０人（Ｒ８．４．１現在）※会計年度任用職員は除く

2  部署数（予定）
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3  調査項目、調査範囲等
・調査項目は、学術的観点に基づき、エンゲージメントを適切に把握できる設問構成とし、市の組織課題を分析できる項目とすること。
・エンゲージメント調査の実施に向けて、調査項目、収集する属性情報・集計方法等について、調査後の分析結果を効果的に施策提案に活用することができるよう、提案を行うこと。また、市との協議を十分に行い、設計に反映すること。
・調査範囲は、原則②に示す部署数を対象とする。
・質問数は、課題分析、職員の負担の両面を考慮し最適な数とすること。
・調査の学術的根拠、調査範囲、構造、項目、質問数などについて、その理由も含めて提案をおこなうこと。

4  調査実施時期
調査実施時期は、令和８年８月頃を予定している。

5  調査方法
・調査は、調査対象者が、一人一台パソコン（市において事務職等の職員一人ひとりに配布されているパソコン）から回答する方法を基本とする。受託者は、アンケートフォームを作成して対象者に調査を行うこと。
・一人一台パソコンが無い調査対象者については、紙（マークシート等）による回答も可能とすること（対象人数１１０人程度）。
・受託者は、委託者との協議を行い、調査方法（調査項目、属性の種類、調査への回答方法、リマインドの方法等）、集計方法、分析及び改善策提案の方法等について十分調整を行った上で業務を実施すること。

(2)庁内向け説明資料作成
・庁内において、職員のエンゲージメントを把握し、その改善を図ることの意義や重要性の理解を浸透させることが重要であるため、受託者は、説明に使用する資料（エンゲージメント調査の意義及び概要、調査項目、調査方法、分析結果や改善策提案のイメージ等）を作成するとともに、委託者が職員向けに行う説明会等の支援をおこなうこと。なお、説明会の実施に当たっては、説明内容をまとめた動画を作成し、庁内へ配布する方法による説明を行うことも可能とする。
・受託者は、調査対象者向けの資料（回答方法、ＷＥＢシステム操作方法等）を作成するとともに、ＷＥＢシステムの操作方法等について、委託者に十分な説明を行うこと。
・受託者は、委託者と協議の上、調査に関する調査対象者等からの問い合わせ等に対応する体制を構築すること。

(3)エンゲージメント調査の実施
①調査実施
　・受託者は、依頼文書及び一人一台パソコンのない調査対象者向けの回答用紙の作成を行う。回答用紙は、委託者が用紙を回収し、受託者に送付するため、集約を行うこと。
・受託者は、回答状況を定期的にモニタリングし、委託者と連携して、適切なリマインドを行い、回答率の向上に努めること。

②集計・分析
・受託者は、調査結果の集計を行い、組織状態、組織課題の分析を行うこと。
・受託者は、組織全体及び市との協議により予め決定した属性（部局、課、係、補職、年代、性別、在職年数、職種等）ごとのエンゲージメントスコアの提供、各質問項目単純集計、クロス集計に加えて、相関分析等様々な分析手法を用いて、職員のエンゲージメントの向上に寄与する要因の分析を行うこと。また、受託者は、信ぴょう性の高いデータを活用した上で、委託者の組織状態が客観的に判断できるようにすること。

(4)結果の報告、改善策の提案
[bookmark: _Hlk203138695]・受託者は、集計・分析の結果について、以下の属性ごとの報告書を作成すること。
ア　調査対象者全体（性別、年代別、補職別、職種別などを含む）
イ　部局単位
ウ　課単位
エ　その他（委託者と受託者との協議による）
・報告書には、分析の結果導き出される特徴や課題を明らかにすること。特徴や課題は、調査対象者全体に共通するもののほか、各部局、各課で特徴的なものがあればそれも明らかにすること。
・報告書は、特別な専門知識がなくても読み解けるよう、グラフや図等を効果的に活用して視覚的に理解しやすい工夫を行うこと。
・受託者は、「佐賀市人材育成基本方針」、「佐賀市特定事業主行動計画」、「第３次佐賀市総合計画」、「佐賀市スマート行政推進プラン」等、現在の市における人事施策等の実施状況を踏まえ、エンゲージメント調査の集計・分析結果から導かれる改善策を整理し、事務局に提案すること。
・改善策の提案に当たっては、委託者の組織全体に共通する事項のほか、特徴的な個別の課題がある属性があれば、その属性に対する改善策も含めること。また、提案は理論や実績を踏まえた実効性の高いものとし、職員の納得感やその後の行動変容への繋がりやすさにも配慮すること。
・特に所属長（部局長等含む）に対して、市全体の傾向に応じたエンゲージメント向上に繋がる施策及び研修等の提案を行うこと。
・受託者は、委託者及び所属長（部局長等含む）に対して、上記内容を踏まえ、結果報告会を実施すること。併せて、委託者の依頼に応じて、会議等での説明を行うこと。
・その他、本業務の契約提案金額の範囲内で、エンゲージメント向上に繋がる具体的事業（例：印刷物の作成、研修の実施など）が実施できる場合は、それを含めて提案することができるものとする。

[bookmark: _Hlk203144290](5)会議の運営支援
・適切な会議（キックオフ会議、定例進捗会議等。実施頻度は、業務量の状況等を踏まえ柔軟に決定）を実施し、担当者の情報共有・議論を支援するものとする
・受託者は原則会議に参加（ただし、委託者が認めたときはオンラインでの参加も可とする）し、会議での意見や提案について把握するとともに、会議録の作成を行うこと。
・受託者は、委託者の依頼に応じて、会議の説明資料作成支援を行うこと。

(6)事務局との打ち合わせ
・受託者は、委託者と定期的（月１～２回程度を想定）に事業の進捗状況等についてミーティングを行うこと

(7)業務報告書の提出
・受託者は、令和８年度末、契約期間中に実施した業務をまとめ、最終業務報告書として提出すること。提出期限は令和９年３月末日までとする。
・最終業務報告書には、改善策の提案を含めて記載すること。
・制度改善提案においては、「佐賀市人材育成基本方針」を踏まえ、職員の意欲を中長期的に維持・向上させるための具体的提案をすること。

６　業務スケジュール
業務スケジュール（案）は次図のとおり。令和８年７月から業務を開始することを前提に、受託者において業務スケジュール案を具体的に作成し、受託後速やかに市に提出すること。提出された業務スケジュール案に基づき、市と受託者が協議し、市が業務スケジュールを決定する。ただし、事業の進捗状況等によりスケジュールを調整する場合がある。

業務スケジュール（案）
	予定
	内容

	令和８年　７月上旬
	契約締結、業務着手

	　　　　　７月
	調査準備、調査方法説明

	　　　　　８月
	調査

	９月
	分析

	　　　　１０月
	改善策の検討

	１０月中旬
	分析結果、改善策等報告【第１次】（予算に係るもの）

	１１月～１２月
	改善策に係る事務局との打合せ

	令和９年　１月
	結果報告会（所属長向け）

	１月下旬
	分析結果、改善策等報告【最終】



７　実施体制
受託者は、下記のとおり実施体制を構築すること。また、受託者は、本事業を効果的かつ円滑に進めるために、どのような運営体制（配置人員や、それぞれ役割等）を構築するかを記載した実施体制表及び実施計画書を、契約締結後、速やかに委託者へ提出すること。
(1) 本業務の遂行にあたり、必要なスキル及び経験を有するメンバーを配した実施体制を整えること。
(2)本業務に従事する者のうちから、委託者との情報共有、進捗・課題管理を行う業務責任者及び業務主任者を選任すること。業務責任者及び業務主任者は、コンプライアンスや個人情報保護、守秘義務の遵守に関する管理を的確に行うこと。
(3)本業務に従事する者について適切に役割分担を行い、繁忙期への対応等に支障のない体制をとること。

８　打合せ及び記録作成
業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者は市と打合せを行い、業務進捗状況の報告、業務方針及び疑義事項の確認等を行い、その内容については受託者がその都度記録を作成すること。

９　資料の管理
受託者は、本業務において市から貸与される資料等の重要性を認識し、資料等の破損、滅失及び盗難等の事故のないように取扱い、使用後は速やかに返却する。
その他業務の遂行上必要な資料については、受託者の責任において収集すること。

１０　成果品検査
受託者は、業務完了後、成果品について市の検査を受けるものとし、市から本業務に適合しないとして修正の指示があった場合には、速やかに修正を行うものとする。

１１　成果品の管理及び帰属
本業務の成果品は全て市の帰属とし、受託者は市の許可なく成果品などを第三者に公表または貸与してはならない。
[bookmark: _Hlk201650559]
１２　成果物
成果物については、基本下表のとおりとする。受託者は、最終業務報告書には業務完了届を添付して提出し、市の検査を受けるものとする。その際、受託者の責任に帰すべき理由による成果品の不良個所が発見された場合は、受託者は速やかに市が必要と認める訂正、補足、その他の必要な措置を講じるものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。

	納品物
	納品形態
	提出時期

	実施体制表
	電子データ
	契約後1週間以内

	実施計画書（全体スケジュール）
	電子データ
	契約後1週間以内

	打合せ等に係る議事録
	電子データ
	打合せ終了後１週間程度

	調査実施前の説明資料
・調査の意義及び概要
・調査項目
・調査方法
・分析結果や改善策提案のイメージ
・今後のスケジュール　等
	電子データ
	説明会開催の１週間前

	調査対象者向けの資料
・回答方法
・ＷＥＢシステム操作方法　等
	電子データ
	調査開始の１週間前

	調査報告書及び改善策提案書
（概要版及び詳細版）
	紙媒体及び
電子データ
	【第１次】
（予算に係るもの）
令和８年１０月中旬

	
	
	【最終】
令和９年１月末日

	結果報告会資料
	電子データ
	報告会開催の１週間前

	エンゲージメント向上に繋がる研修資料等
	紙媒体及び
電子データ
	研修実施１週間前

	会議説明資料（調査結果、改善策提案内容）
	電子データ
	適宜

	最終業務報告書
	紙媒体及び
電子データ
	令和９年３月末日



１３　委託料の支払方法
受託者が業務完了報告を行い、委託者が検査を完了した後、適法な請求書を委託者が受領してから３０日以内に支払うものとする。

１４　行政情報の保護及び管理
(1)行政情報の取扱いにあたっては、「佐賀市行政情報セキュリティポリシー」の内容を遵守すること。
※「佐賀市行政情報セキュリティポリシー」は、下記アドレスを参照
https://www.city.saga.lg.jp/main/4931.html
(2)受託者は、本業務により得られた資料、情報等は、本業務以外に利用してはならず、また、委託者の許可なく他に公表、貸与、使用、複写等をしてはならない。

１５　秘密の保持
(1) 事業者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び佐賀市個人情報の保護に関する法律施行条例（平成１７年佐賀市条例第２０号)を遵守し、業務上知り得た事項を第三者に漏らしてはならない。契約の解除後及び契約期間満了後においても同様とする。
(2) セキュリティ対策及び個人情報の管理
ア　事業者は、最新の情報をもとにセキュリティ対策を行うこと。
イ　取得した個人情報などの各種データは、プライバシー保護のための処理を行うなど、個人情報が外部に漏れることがないよう十分に配慮すること。

１６　その他
(1) 法令等の遵守
受託者は、業務の実施にあたり、関係法令及び条例を遵守すること。
(2)仕様書外の事項
・本仕様書に定めのない事項や本業務の実施にあたり疑義が生じた事項につい
ては、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
・本仕様書に記載の事項について、その目的及び効果に関して優れた代替方法等を発案したときは、その発案に基づき、市と事業者により協議の上、仕様を変更することができる。
(3)所有権・著作権等
・本仕様書による成果品の著作権は、市に帰属するものとし、本委託事業により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり、行使しないこととし、また、受託者は制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないこととする。
・納入成果品に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合は、市が特に使用を指示した場合を除き、受託者は当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うものとする。なお、この場合、受託者は当該著作物の使用許諾条件等につき、市の了承を得ること。本件仕様書に基づく作業に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら市の責に帰す場合を除き、受託者は自らの責任と負担において一切の処理を行うこと。
(4)業務の再委託
・受託者は、本業務の全部を第三者に再委託してはならない。
・受託者は、本業務の一部を第三者に再委託するときは、あらかじめ市に書面により報告し、市の承認を得ること。
(5)受託者は、業務の実施にあたり、業務にかかる最新の事例、情報等を収集し、業務への反映に努めるとともに、実効性の高い具体的な報告を行うこと。
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